
（様式－１）

事務名 東京都公共基準点の使用承認 作成部署　　東京都土木技術支援・人材育成センター技術支援課　　電話03-5683-1530

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》
標準処理期間　　　計　３　日 項番 項　目

使用申請 形式審査
○ ○ ○ 観測実施

申請方式
（①FAX　②メール　③来所）

通知

○ ○ ○ ○ ○
形式審査 基準点 点の記 決定手続 ＜決定＞

成果計算 確認ほか 通　知

※　使用者は、基準点の設置された施設管理者（学校等）へ使用承諾書を
　提示し、立ち入りを申請する。

（平成24年４月１日作成）

事　　務　　処　　理　　フ　　ロ　　ー　　図

説　　　明

1
提出された申請書に記載漏れはないか、資格者要件を
満たしているか等について審査します
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基準点成果の計算、申請時点で現地が使用可能かどう
か、について確認します

計算結果の再チェック、点の記等の記載内容を確認しま
す

使用承認書の発行のため、決定手続きを行います

申請者に通知します

基準点
成果計算

基準点点の記
確認ほか

決定手続

使用承諾書交付

0.2日 1.0日 0.3日 1.5日


